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大学共同利用機関法人について①

国立大学法人法（抜粋）
（定義）
第２条第３項 この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用

機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法
人をいう。

○機構長の任命
・機構長は、「機構長選考会議」の選考に基づき文部科学大臣

が任命

○中期目標
・中期目標は、文部科学大臣が、あらかじめ各大学共同利用機

関法人機の意見を聴き、その意見に配慮して定める
・中期目標期間は６年

○評価
・「国立大学法人評価委員会」が大学改革支援・学位授与機構

の行う教育研究評価の結果を尊重しつつ、総合的に評価
・各年度終了時には、教育研究の専門的な観点からの評価は実

施しない

○運営組織
≪役員会≫

・構成員：機構長、理事（機構外の者含む）
・役割 ：教学・経営の両面の重要事項を議決

≪経営協議会≫
・構成員：機構内代表者と機構外有識者(過半数) 
・役割 ：経営に関する重要事項を審議

≪教育研究評議会≫
・構成員：教育研究に関する機構内代表者と機構外有識者
・役割 ：教育研究に関する重要事項を審議

　（機構長：平川　南）

　（主たる事務所の所在地：東京都）

　（機構長：小森　彰夫）

　（主たる事務所の所在地：東京都）

　（機構長：山内　正則）

　（主たる事務所の所在地：茨城県）

　（機構長：藤井　良一）

　（主たる事務所の所在地：東京都）

情報に関する科学の総合研究並びに当該研究を活用した自然科学及び
社会における研究諸現象等の体系的な解明に関する研究
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人間文化研究機構

人間の文化活動ならびに人間と社会及び自然との関係に関する研究

自然科学研究機構

天文学、物質科学、エネルギー科学、生命科学その他の自然科学に関
する研究

高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器による素粒子、原子核並びに物質の構造及び機能
に関する研究並びに高エネルギー加速器の性能の向上を図るための研
究

情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人とは

組織運営等 各大学共同利用機関と研究分野

第２条第４項 この法律において「大学共同利用機関」とは、・・・大学に
おける学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の
研究所をいう。
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○個々の大学に属さない「大学の共同利用の研究所」

○個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量
のデータ・貴重な資料等を、全国の大学の研究者に提供
する我が国の学術研究の中核的拠点。

○各分野の研究者コミュニティの要望を踏まえ、国立大学
の研究所の改組等により設置された経緯。

○平成１６年の法人化で、異なる研究者コミュニティに支
えられた複数の機関が機構を構成したことにより、新た
な学問領域の創成を企図。

基本的位置付け

○大規模な施設・設備や大量の学術情報・データ等の貴重
な研究資源を全国の大学の研究者に提供。

○研究課題を公募し、全国の研究者の英知を結集した共同
研究を実施。

○全国の大学に対する技術移転 （装置開発支援、実験技
術研修開催）。

○狭い専門分野に陥りがちな研究者に交流の場を提供
（シンポジウム等）。

○当該分野のＣＯＥとして、国際学術協定等により世界へ
の窓口として機能。

○優れた研究環境を提供し、大学院教育に貢献（大学院生
究指導を受託、総合研究大学院大学の専攻を設置。）。

具体的取組内容

大規模施設・設備、学術資料等の例

●電子・陽電子衝突型加速器（Ｂファクトリー）
【高エネルギー加速器研究機構】

●大型ヘリカル装置（ＬＨＤ）
【自然科学研究機構核融合科学研究所】

●大型光学赤外線望遠鏡「すばる」
【自然科学研究機構国立天文台】

●日本ＤＮＡデータバンク（ＤＤＢＪ）
【情報・システム研究機構国立遺伝学研究所】

大学共同利用機関法人について②
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大阪府吹田市世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに民族学に関する調査研究国立民族学博物館

京都府京都市地球環境学に関する総合研究総合地球環境学研究所

京都府京都市日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の日本研究者に対する研究協力国際日本文化研究センター

東京都立川市国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査研究並びにこれに基づく資料の作成及び公表国立国語研究所

東京都立川市国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及び保存国文学研究資料館

千葉県佐倉市我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、保管及び公衆への供覧並びに歴史学、考古学及び民俗学に関する調査研究国立歴史民俗博物館

所 在 地研究目的機関名

分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究分子科学研究所

生理学に関する総合研究生理学研究所

愛知県岡崎市基礎生物学に関する総合研究基礎生物学研究所

岐阜県土岐市核融合科学に関する総合研究核融合科学研究所

東京都三鷹市天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務国立天文台

所在地研究目的機関名

高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究物質構造科学研究所

茨城県つくば市高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究素粒子原子核研究所

所在地研究目的機関名

静岡県三島市遺伝学に関する総合研究国立遺伝学研究所

東京都立川市統計に関する数理及びその応用の研究統計数理研究所

東京都千代田区情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端的な基盤の開発及び整備国立情報学研究所

東京都立川市極地に関する科学の総合研究及び極地観測国立極地研究所

所在地研究目的機関名

①人間文化研究機構 （機構長：平川 南）

②自然科学研究機構 （機構長：小森 彰夫）

③高エネルギー加速器研究機構 （機構長：山内 正則）

④情報・システム研究機構 （機構長：藤井 良一）

大学共同利用機関の構成
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○ 国立大学法人法（抄）
（定義）
第二条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的と

して、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
２ この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
３ この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設

置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
４ この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる

研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置さ
れる大学の共同利用の研究所をいう。

５ この法律において「中期目標」とは、国立大学法人及び大学共同利用機関
法人（以下「国立大学法人等」という。）が達成すべき業務運営に関する目標
であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。

６ この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であっ
て、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。

７ この法律において「年度計画」とは、準用通則法（第三十五条において準用
する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）をいう。以下同じ。）
第三十一条第一項の規定により中期計画に基づき国立大学法人等が定める
計画をいう。

（大学共同利用機関法人の名称等）
第五条 各大学共同利用機関法人の名称及びその主たる事務所の所在地は、それ

ぞれ別表第二の第一欄及び第三欄に掲げるとおりとする。
２ 別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第

二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共
同利用機関を設置するものとする。

別表第二（第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係）

大学共同利用機関法人
の名称

研究分野 主たる事務所
の所在地

理事の
員数

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

人間の文化活動ならびに人
間と社会及び自然との関係に
関する研究

東京都 四

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

天文学、物質科学、エネル
ギー科学、生命科学その他の
自然科学に関する研究

東京都 五

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研
究機構

高エネルギー加速器による
素粒子、原子核並びに物質の
構造及び機能に関する研究並
びに高エネルギー加速器の性
能の向上を図るための研究

茨城県 四

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

情報に関する科学の総合研
究並びに当該研究を活用した
自然科学及び社会における研
究諸現象等の体系的な解明
に関する研究

東京都 四

○ 国立大学法人法施行規則（抄）
（大学共同利用機関法人の設置する大学共同利用機関）
第一条 国立大学法人法（以下「法」という。）第五条第二項の規定により大学共同利用機関法人が設置する大学

共同利用機関は、別表第一の上欄に掲げる大学共同利用機関法人の区分に応じ、それぞれ同表の中欄
に掲げる大学共同利用機関とし、当該大学共同利用機関の目的は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

別表第一（第一条関係）

大学共同利用機関法人 大学共同利用機関 大学共同利用機関の目的

大学共同利用機関法人
人間文化研究機構

国立歴史民俗博物館 我が国の歴史資料、考古資料及び民俗資料の収集、保管及び
公衆への供覧並びに歴史学、考古学及び民俗学に関する調査
研究

国文学研究資料館 国文学に関する文献その他の資料の調査研究、収集、整理及
び保存

国立国語研究所 国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に
関する科学的な調査研究並びにこれに基づく資料の作成及び
その公表

国際日本文化研究センター 日本文化に関する国際的及び学際的な総合研究並びに世界の
日本研究者に対する研究協力

総合地球環境学研究所 地球環境学に関する総合研究

国立民族学博物館 世界の諸民族に関する資料の収集、保管及び公衆への供覧並
びに民族学に関する調査研究

大学共同利用機関法人
自然科学研究機構

国立天文台 天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書
編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する
事務

核融合科学研究所 核融合科学に関する総合研究

基礎生物学研究所 基礎生物学に関する総合研究

生理学研究所 生理学に関する総合研究

分子科学研究所 分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する
理論的研究

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研
究機構

素粒子原子核研究所 高エネルギー加速器による素粒子及び原子核に関する実験的
研究並びにこれに関連する理論的研究

物質構造科学研究所 高エネルギー加速器による物質の構造及び機能に関する実験
的研究並びにこれに関連する理論的研究

大学共同利用機関法人
情報・システム研究機構

国立極地研究所 極地に関する科学の総合研究及び極地観測

国立情報学研究所 情報学に関する総合研究並びに学術情報の流通のための先端
的な基盤の開発及び整備

統計数理研究所 統計に関する数理及びその応用の研究

国立遺伝学研究所 遺伝学に関する総合研究

大学共同利用機関の法令上の位置付け
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大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

◆目的
人間文化に関する総合的
研究と世界的拠点の形成

◆所在地

東京都港区
◆設置

H16.4.1
◆職員数（H30.5.1現在） ◆決算額

◆共同研究者の受入れ状況

◆公募型共同研究実施件数
機構全体 ３４件（新規）、４７件（継続）

◆関連学会数
５９９件（うち、１１５学会に役員在籍者）

◆締結している学術国際交流協定
１１２件（うち、機構が締結している学術交流
協定： ９件）

・英国芸術・人文ﾘｻｰﾁｶｳﾝｼﾙ、EHESS等

※注釈がない限り数値は平成29年度実績

・

計
国立
大学

大学共
同利用
機関

公立
大学

私立
大学

公的
機関

民間
機関

外国
機関

その他

機構
全体

研究者
（人） 3,666 1,318 197 149 981 286 135 456 144

機関数 878 74 13 37 214 161 96 265 18

今後の展望

人間文化研究機構の理念

従来の学問分野にとらわれない学問領域の創成、それぞれの専門分野で世界をリードできる研究拠点としての組織
づくり、大学の機能強化の支援と教員の流動性を促進する仕組みづくり、そして人文学や人間文化研究の重要性や
研究成果の可視化、社会還元を強力に推進する。

※特定有期雇用職員52名（URA4名含む）を含む

研究者コミュニティの中核拠点としての機構の活動

「人間文化研究」によるイノベーションを生み出す国際的共同研究拠点

機構を構成する６機関は、それぞれの研究分野におけるわが国の中核的研究拠点、国際的共
同研究拠点として基盤的研究を深める一方、学問的伝統の枠を超えて相補的に結びつき、国内
外の大学等研究機関との連携を強めて、現代社会における諸課題の解明と解決に挑戦し、真に
豊かな人間生活の実現に向けた、人間文化研究によるイノベーションすなわち新たな価値の創造
を目指す。また、研究者コミュニティの要請に応えて研究資料や研究環境を充実させ、蓄積された
豊富な研究資料・情報を大学等研究機関及び研究者等の利用に供する。

人文学のイノベーション
（総合性）➡〈人間文化の学〉

総合人間文化研究推進センター 総合情報発信センター
各機関との連携、機関間連携

機構の研究力･発信機能強化

≪ 概 要 ≫

大学等研究機関･地域社会･産業界との連携

大学の機能強化への貢献

研究教育職員

（ＵＲＡ4名含む）, 

261人
事務職員, 230人

技術職員, 22人

運営費交付金収益, 
10,591,483千円受託研究収益, 

111,501千円

受託事業等収益, 
29,060千円

寄附金収益, 
92,600千円

その他, 
1,048,901千円

歴史文化資料保全の大学・共同利用機関
ネットワーク事業

人文系共同利用・共同研究拠点等
研究力強化ネットワーク

博物館・展示を活用した最先端研究の
可視化・高度化事業

研究推進
・人間文化に関する総合的研究の推進
・大学との教育プログラムの共同開発・普及

研究企画
新たな人文学の研究システムを連携大学と共
同開発し、モデルを提供

人材育成 専門性・実践性を備えた人文系URAの養成

国際連携 国内外の連携研究機関と協定締結

情報基盤 共同利用促進による情報基盤の強化

社会還元
研究資源のデジタル化やシンポジウム等に
よる社会還元の推進

国際発信 多様な手法を用いた研究成果の国際発信

人材育成 研究者の新たなキャリアパスの創出

ポ ー タ ル 事 業
人文系サイエンスマップ

国際リンク集

ス ト ッ ク 事 業
研究資源共有化ｼｽﾃﾑ

リポジトリ
研究者DB等

フ ロ ー 事 業
人文知ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰ

人文機構ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

英語Webﾏｶﾞｼﾞﾝ等

人文系の新たな
評価手法の開発

研究成果の社会還元
研究者と社会を
つなぐ人材の育成

高度連携システム
(nihuINT)の
開発・運用● 機関拠点型（６件）

各機関がミッションを体現する研究テーマを掲
げ取り組む
● 広領域連携型（３件）
６機関が協業して、現代社会の重要課題解明に
向け総合的に取り組む
● ネットワーク型（８件）
世界における日本や社会・文化の重要な課題を
分野横断で総合的に取り組む
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○新分野の創成
新分野創成センター（以下「センター」）を平成２１年度に設置し、新たな学問分野となり得る研究分野を設置・推進するとともに、センター

内の新分野探査室において、恒常的な新分野の萌芽促進（次世代の研究活動の探査及びＩＲに基づく研究動向調査）を行っている。 平成

２７年度には、センター内に設置していた「宇宙における生命研究分野」を発展させ、機構直轄の国際的共同研究拠点として「アストロバイ
オロジーセンター」を設置しており、第一線の外国人研究者の招へい、若手研究者の海外派遣等に取り組むとともに、大学等と連携して当
該分野の国際的研究拠点の形成を推進している。また、平成３０年度には、それまでセンター内で設置・推進してきた「ブレインサイエンス
研究分野」及び「イメージングサイエンス研究分野」を融合発展させ、新たに機構直轄の「生命創成探究センター」を設置し、異分野融合研
究を活性化させながら新たな生命科学研究を推進している。さらに、新分
野探査室での探査活動を経て、新たに「先端光科学研究分野」及び「プラ
ズマバイオ研究分野」をセンター内に設置し、異分野融合研究の推進によ
る新分野の創成を図っている。

○分野融合型共同利用・共同研究基盤の形成
分野の垣根を取り払い、異分野融合・新分野創成に繋がる共同利用・

共同研究の新たな実施体制を構築するため、「自然科学共同利用・共同
研究システム（NOUS）」を導入し、機構一体で実施体制を整備している。
また、本システムにより、共同利用・共同研究の成果内容・水準を把握し、
大学の機能強化への貢献の可視化を目指している。

○大学との連携による自然科学研究拠点の形成・強化
大学共同利用機関法人として大学との組織間連携を一層強化するため、

「自然科学大学間連携推進機構（NICA）」を大学の学長・研究担当理事と
協力して構築し、これまでのネットワーク型研究の一層の推進を図るととも
に、我が国の大学の研究力強化に貢献を図っている。

○自然科学研究における機関間連携ネットワークによる国際拠点形成
機構の５機関の研究水準の維持・発展のため、国内外の大学等との連携により

共同研究を実施するとともに、新たな学問分野の開拓も視野に入れ創造的研究活
動を推進し、国際的にも評価される機関間連携ネットワークの構築を図っている。
さらに、国際的な異分野融合研究を推進する取組みとして、機構直轄の国際連携
研究センター（IRCC）を平成３０年度に設置し、海外の研究機関等との組織的な分
野融合研究を推進している。

◆目的
天文学、物質科学、
エネルギー科学、
生命科学その他の
自然科学に関する
研究の推進

◆所在地
東京都港区

◆設置
H16.4.1

◆職員数（H30.5.1現在） ◆決算額

◆共同研究者の受入れ状況

◆公募型共同研究実施件数
２，２２６件（新規）、６１７件（継続）

◆関連学会数
１８５件（うち、４３学会に役員在籍者）

◆締結している学術交流協定
１１４件（うち、機構が締結している学術交流
協定：１２件）
・欧州分子生物学研究所 等

≪ 概 要 ≫

大学共同利用機関法人 自然科学研究機構

※注釈がない限り数値は平成29年度実績

・

機構の各機関の我が国における各研究分野のナショナルセンターとしての役割を踏まえ、国際的先端研究
を推進するとともに、共同利用・共同研究の機能の充実等を図り、分野の垣根を越えた新領域の開拓をこれ
まで以上に推進し、さらに、我が国の大学の研究力強化への貢献と可視化を進め、２１世紀に相応しい新し
い学問の創造と社会への貢献を推進する。

計
国立
大学

大学共同
利用機関

公立
大学

私立
大学

公的
機関

民間
機関

外国
機関

その他

研究者
（人） 13,215 4,941 1,140 338 1,108 569 51 5,035 33

機関数 830 77 13 25 118 75 42 475 5

自然科学研究機構の理念

今後の展望

研究者コミュニティの中核拠点としての機構の活動

研究教育職員数

527人

224人

技術職員数
236人

事務職員数

自然科学研究機構は、宇宙、物質、エネルギー、生命など広範な自然科学の探求を担った大学共同利用機
関法人である。国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所の５研
究機関から構成され、全国の国公私立大学等の研究者とともに、分野を超えて重要な課題の先導的研究の推
進に取り組んでいる。また、未来の学問分野を切り拓いていく研究者コミュニティの中核拠点として、自然
への理解を一層深め、豊かで永続的な人類社会構築への貢献を目指す。

共同研究収益

176,333千円 運営費交付金収益
25,014,305千円

1,901,150千円

その他

7,752,862千円

寄附金収益

241,042千円

28,525千円

受託研究収益

受託事業等収益

自然科学大学間連携推進機構（NICA）協議会の様子。
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◆目的

高エネルギー
加速器による
素粒子、原子核並びに物質の
構造及び機能に関する研究並びに高エネル
ギー加速器の性能の向上を図るための研究

◆所在地
茨城県つくば市

◆設置
H16.4.1

◆職員数（H30.5.1現在）◆決算額

◆共同研究者の受入れ状況

◆公募型共同研究実施件数

５０４件（新規）４９６件（継続）
◆関連学会数
５２学会（うち、７学会に役員在籍者）

◆締結している学術交流協定
１１１件（うち、機構が締結している学術
交流協定４５件）

・フェルミ国立加速器研究所、ＣＥＲＮ（欧州
合同原子核研究機関） 等

≪ 概 要 ≫

※注釈がない限り数値は平成29年度実績

大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構

アジア・オセアニア
計

国立
大学等

公立
大学

私立
大学

公的
機関

民間
機関

外国
機関

その他

研究者
（人） 4,261 1,941 125 413 239 302 1,241 0

機関数 456 59 15 59 21 74 228 0

今後の展望

研究者コミュニティの中核拠点としての機構の活動

高エネルギー加速器研究機構（KEK）の理念

◇最先端の大型加速器を用いて、宇宙の起源・物質の根源・生命の根源を探究する（加速器科学）ため、
機構の研究所・研究施設・センターが一体となって、国内外の大学・研究機関の研究者に最先端研究の場
を提供するとともに、国内、国際共同研究を推進し、世界の加速器科学を牽引する。

ＫＥＫ

約490人約1,000人
約830人

産業界（企業） 総合研究大学院大学

共同利用・共同研究産学連携・技術支援 大学院教育・人材育成

研究者コミュニティ

◇加速器科学を推進する世界の三極の一つとして、新たな知のフロンティアとなる最先端実験プロジェクトを
強力に推進するとともに、更なる加速器科学の発展のため、国内外の大学・研究機関との連携強化を実施。

◇研究の進展と研究者コミュニティの動向を踏まえた研究計画を推進するとともに、大学、研究機関等との
教育研究に関する連携協力や最先端技術を活用したイノベーション推進を図る。

大学

ＫＥＫは欧米とともに世界の加速器科学の三大拠点

（茨城県東海村）

◆加速器科学連携協力事業

・欧、米、アジアとの共同研究の推進、連携強化

・国内大学等における加速器科学の研究教育活動の支援 など

KEK（高エネルギー加速器研究機構）

ﾊﾄﾞﾛﾝ実験施設

物質生命科学
実験施設

ﾆｭｰﾄﾘﾉ実験施設

500ｍ

Ｊ－ＰＡＲＣ

＜素粒子・原子核物理学＞

・Ｂファクトリー実験の推進

・ニュートリノ実験の推進

・ハドロン実験の推進

３３ヶ国・地域、約１,９５０人の研究者が
各実験に参画（うち外国人約１,３４０人）

＜物質・構造科学＞

・放射光実験の推進

・中性子実験の推進

・ミュオン実験の推進

年間ユーザー数：３９ヶ国・地域

約３,０００人（うち外国人 約４２０人）

（茨城県つくば市）

KEKB加速器

１ｋｍ

Belle測定器

放射光科学研究施設

連携大学院

416

196

170 運営費交付金収益

14,178,640千円

受託研究収益

945,029千円共同研究収益

268,176千円

受託事業等収益

6,736千円

寄附金収益

116,582千円

その他

14,222,945千円

・
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戦略企画本部を中心に、大学の要望を把握し、データ駆動型研究をさらに推進するため
に、機構の特色を最大限に活かした研究支援で応える体制のさらなる強化・充実を図る。

大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構は、国立極地研究所、国立情報学研究所、統計数理研究所及び国立遺伝学
研究所の４つの研究所が、極域科学、情報学、統計数理、遺伝学のナショナルセンターとしての使命に加えて、生命、地
球、環境、社会などに関わる複雑な問題を情報とシステムという観点から総合的に捉え、実験・観測による多種・大量の
データからの情報の抽出、真理の発見、データベースの構築とその活用方法の開発などの諸課題に関して、分野の枠を超
えた総合科学としての融合的な研究を通して、新分野の開拓を図る。

≪ 概 要 ≫

研究教育職員数

315 人
事務職員数

175人

技術職員数
111人

受託研究収益

その他
寄附金収益

受託事業収益

※注釈がない限り数値は平成29年度実績

・

◆目的
情報に関する科学
の総合研究並びに
当該研究を活用した自然
及び社会における諸現象等の
体系的な解明に関する研究

◆所在地
東京都港区

◆設置
H16.4.1

◆職員数（H30.5.1現在）◆決算額

◆公募型共同研究実施件数
４８９件（新規）、１２８件（継続）

◆関連学会数
延べ３８４学会

（うち、延べ５２学会に役員在籍者）
◆締結している学術国際交流協定
２０５件（うち、機構本部が締結している
学術交流協定６件）

情報・システム研究機構の理念

データサイエンス共同利用基盤施設（DS施設）

今後の展望

◆共同研究者の受入れ状況

運営費交付金収益

計
国立
大学

大学共同
利用機関

公立
大学

私立
大学

公的
機関

民間
機関

外国
機関

その他

研究者
（人） 3,048 1,450 66 135 578 418 222 159 20

機関数 624 78 15 32 131 149 99 112 7

平成28年度に設置した戦略企画本部では、各研究所の副所長クラスが参加す
る戦略企画会議を構成し、さまざまな分野における学術研究の支援事業とし
て、「未来投資型プロジェクト」「機構間連携・文理融合プロジェクト」
「国際研究ネットワーク・MoU推進プロジェクト」「大学への貢献可視化プ
ロジェクト」等を展開し、我が国の大学等の機能強化に貢献するとともに、
第4期中期目標期間に向けた検討を進めている。

戦略企画本部における多様なプロジェクトの実施

【設立目的】データサイエンスの観点から, 大学等の多様な分野の研究者に対し、
大規模データ共有およびデータ解析の支援事業とデータサイエンティスト育成
の三位一体の活動を通して、我が国の大学等の機能強化に貢献。

生命
地球
環境 社会 人文学

データ
共有支援
（統合DB）

データ

解析支援
データ融合計算支援プロジェクト

データ共有支援事業・解析支援事業および共同利用・共同
研究を必要としている大学等のすべての研究者

国際連携事業
の推進

機構間文理融合
プロジェクト

未来投資型
プロジェクト

共同利用・共同研究
高度支援システム

世界最先端の研究

施設構築を目指す

分野を超えた知識移転・汎化、異分野交流・新分野創成を実現

支援事業
共同利用・共同研究

ライフサイエンス
統合データベース

センター

社会データ
構造化センター

ゲノムデータ
解析支援センター

極域環境
データサイエンス

センター

人文学
オープンデータ

共同利用センター

戦略企画本部

国立極地研究所

国立情報学研究所

統計数理研究所

国立遺伝学研究所

データサイエンス共同利用基盤施設

URAステーション

機構長

共同研究収益

81,665千円

268,186千円

497,761千円

1,736,898千円

3,244,889千円

18,425,760千円

DS施設に以下の5センター及び1プロジェクトを設置し、
公募型共同研究を実施している（H30.4.1現在）

◆ライフサイエンス統合データベースセンター◆
生命科学分野のオープンサイエンス推進、ライフサイエ
ンス・データベース統合化のための研究開発を推進

◆極域環境データサイエンスセンター◆
極域環境変動・地球システム変動に関する貴重なデータ
と、その分析・解析支援を提供する共同利用を推進

◆社会データ構造化センター◆
社会調査データ、公的調査ミクロデータ、ソーシャル
ビッグデータに関するデータベースを整備。データ利用
コミュニティを形成し、各種の社会的課題の解決のため
の実証的研究を促進

◆人文学オープンデータ共同利用センター◆
データサイエンスに基づく人文学（人文情報学）という
新たな学問分野を創生するとともに、データを中心とし
たオープン化を推進することで、組織の枠を超えた研究
拠点を形成・強化

◆ゲノムデータ解析支援センター◆
最先端のバイオインフォマティクス技術を駆使して大量
のゲノムデータから生物学的に重要な情報を得るための
データ解析支援

◆データ融合計算支援プロジェクト（準備室）◆
データ融合計算技術による諸科学・産業界での課題解決
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総合研究大学院大学について

○ 教育研究組織図 ※若干名 ［ ］は5年一貫制博士課程、( )は博士後期課程の
入学定員である。
総入学定員/5年一貫制博士課程：41名、博士後期課程：59名

研究科 専　攻 入学定員 基盤機関 大学共同利用機関法人

地域文化学専攻 (3)

比較文化学専攻 (3) 国立民族学博物館

文化科学研究科 国際日本研究専攻 (3) 国際日本文化研究センター 人間文化研究機構

日本歴史研究専攻 (3) 国立歴史民俗博物館

日本文学研究専攻 (3) 国文学研究資料館

構造分子科学専攻 [2] (3)

機能分子科学専攻 [2] (3) 分子科学研究所

物理科学研究科 天文科学専攻 [2] (3) 国立天文台 自然科学研究機構

核融合科学専攻 [2] (3) 核融合科学研究所

宇宙科学専攻 [2] (3) 宇宙科学研究所 (独)宇宙航空研究開発機構

加速器科学専攻 [2] (※) 加速器研究施設・共通基盤研究施設

高エネルギー加速器科学研究科 物質構造科学専攻 [3] (※) 物質構造科学研究所 高エネルギー加速器研究機構

素粒子原子核専攻 [4] (※) 素粒子原子核研究所

統計科学専攻 [2] (3) 統計数理研究所

複合科学研究科 極域科学専攻 [2] (1) 国立極地研究所 情報・システム研究機構

情報学専攻 [4] (6) 国立情報学研究所

遺伝学専攻 [3] (6) 国立遺伝学研究所

生命科学研究科 基礎生物学専攻 [3] (6) 基礎生物学研究所

生理科学専攻 [3] (6) 生理学研究所

先端科学研究科 生命共生体進化学専攻 [5] (1) 上記の大学共同利用機関等との緊密な連係・協力体制により教育研究を実施

○総合研究大学院大学は，大学共同利用機関法人との緊密な連係及び協力の下に教育研究を行うもの
とされており、大学共同利用機関の場所において，その研究教育職員及び施設・設備を活用しつつ，
実際の研究活動への参加を通じて博士課程の学生の指導を行っている。
○総合研究大学院大学全体の入学定員充足率は横ばい傾向にあるものの，博士後期課程及び博士課程
３年次編入学の入学定員充足率については，昨今，減少傾向にあり，専攻によっては，優秀な学生を
継続して獲得することが困難になりつつある。

総研大

専
攻

専
攻

大学共同
利用機関

基盤機関

大学共同
利用機関

教員 教員

参加イメージ図

方式の概要

研究科の専攻を編制する際に、大学共同利用機関
を基盤機関として、その一部の教員が総研大の教
員として、専攻全体が構成される

関連規定

【国立大学法人法 別表第一備考二】
総合研究大学院大学は、大学共同利用機関法人

及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構との緊密
な連係及び協力の下に教育研究を行うものとする 9



第４期中期目標期間における大学共同利用機関の在り方について（審議のまとめ）【概要】
（2018年12月14日 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会）

○ 近年，我が国の基礎科学力は，基盤的な研究費の減少，研究時間の減少，若手研究者の雇用の不安定化等を原因として，諸外国に比べ相対的に低下

傾向にあり，今後，共同利用・共同研究体制の強化をはじめ，研究力向上に向けた改革を総合的に展開していくことが求められる

○ このため，中核的な学術研究拠点である大学共同利用機関が，第４期中期目標期間に向けて，我が国の基礎科学力の復権を牽引するとともに，今日

の社会的課題の解決に貢献できるよう，科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤部会において2018年５月から審議

Ⅰ 大学共同利用機関の
研究の質の向上

（ⅰ）法人のガバナンスの強化 ○ 大学共同利用機関を設置・運営する法人（「機構法人」）の機構長のリーダーシップを強化する
ため，産業界等の外部人材の登用促進や機構長裁量経費を充実

（ⅱ）人的資源の改善 ○ 所属研究者の流動性や多様性を高めるためクロスアポイント制度や年俸制導入を促進
○ ポストドクターの任期終了後のキャリアパス支援を充実

（ⅲ）物的資源の改善 ○ 厳しい財政状況の下，マネジメントを強化し，保有施設・設備の重点化，関係機関との共用の推
進や国際的な共同利用を推進

（ⅳ）機関構成の見直し ○ 大学共同利用機関について，12年間の存続を基本とし，学術研究の発展に資するものとなって
いるか等を， 中期目標期間毎に科学技術・学術審議会において，検証

○ 検証は，審議会が定める「ガイドライン」に基づき実施し，その結果を踏まえ，再編・統合等を含
む在り方を検討

Ⅱ 人材育成機能の強化 ○ 総合研究大学院大学の人材育成の目的を，「他の大学では体系的に実施することが困難な研究領域や学問分野の研究人材の
育成」に特化

○ 機構法人との組織的な連携を図るため，５法人による「連合体」を設立
○ 「連合体」では，総合研究大学院大学の主導の下，人材育成に係る方針を決定し，取組を推進

Ⅲ 関係機関との連携 ○ 大学共同利用機関が中核を担う分野では，大学共同利用機関が中心となり，大学の共同利用・共同研究拠点等とのネットワーク
を構築し，スケールメリットを生かした研究基盤を実現

○ 国は，研究所における自由で多様な活動を尊重しつつ，ネットワーク形成を重点支援
○ 大学共同利用機関と大学共同利用・共同研究拠点それぞれの特色・強みを生かすため，両者の間の移行に向けたプロセスを

明確化
○ 大学共同利用機関のイノベーション創出・地方創生に向けた機能を向上

Ⅳ 法人の枠組み ○ 現在の４機構法人の体制を維持しつつ，法人の枠組みを越えた異分野融合や経営の合理化に取り組むため，４機構法人と国立
大学法人総合研究大学院大学で構成される「連合体」を設立

○ 「連合体」では，ⅰ）研究力の強化，ⅱ）大学院教育の充実及びⅲ）運営の効率化に資する取組を効率的に実施
○ 2022年度の発足に向けて，管理体制や業務内容等を関係法人が検討し，進捗状況を研究環境基盤部会において確認
○ 「連合体」発足後も，その成果を定期的に検証し，法人の枠組みや設置する大学共同利用機関の構成について引き続き検討

背景

取組の方向性
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